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キーワード： 無知学（アグノトロジー）、能動的／受動的構築としての無知、有徳な無知、ジェン
ダード・イノベーション

無知学（agnotology）とは、科学が知識のみならず無知（ignorance）をも作り出してきたとい
う観点から、従来の科学史を読み直す試みである。このアプローチは科学史家 R. Proctorの『がん
をつくる社会』（1995=2000）と、同じく科学史家 L. Schiebingerの『植物と帝国』（2004=2007）に
おいて導入され、両者が編者を務めた論文集 Agnotology (2008) によって本格的に提唱された 1)。

例えば 1950年代以降、タバコの発がん性が科学的に明らかにされていったにもかかわらず、そ
の規制が遅々として進まなかったのはなぜか。あるいは地球温暖化が人為起源であることは早くか

ら知られていたにもかかわらず、その対策が今日まで遅れてきたのはなぜか。無知学はこのような

規制・対策の遅れの背後に、企業や政府が意図的に、しかも「さらなる研究が必要だ」という一見

科学的なロジックによって作り出してきた「無知」があったことを指摘してきた。また大航海時代

以降、西洋が新大陸からさまざまな富や知識を取り入れるなかで、なぜ民間の中絶薬として知られ

たオウコチョウの知識は輸入されなかったのか。こうした必ずしも意図的に作られたのではない「無

知」についても、無知学はその社会的・文化的要因を明らかにしてきた 2)。

無知学に関しては、上記の論文集以降にもM. Grossと L. McGoeyによる Routledge International 
Handbook of Ignorance Studies (2015) や J. KouranyとM. Carrierによる Science and the Production of 
Ignorance (2020) が出版されている 3)。ほかにも、ハーバード大学を始めとして無知学を主題とする

講義が行われるなど、欧米ではこのアプローチは一定の認知を受け、さまざまな検討が加えられ始

めている。しかし日本では、いまだこのアプローチに関するまとまった紹介は見られない 4)。そこ

で本稿では、上記 3冊の序論などを通じて無知学のこれまでの流れを概観したのち、Kouranyと
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Carrierの論文集からこの分野の最新の事例研究をいくつか紹介する。

無知学の流れ：3冊の論文集の序論から

まず、Proctorと Schiebingerの論文集の巻頭に置かれ、無知学のマニフェストとも言える
Proctorの論文によって無知学のねらいを確認する（担当：鶴田）5）。無知の要因はさまざまであり、

無知は常に「悪い」ものとは限らない。Proctorは無知を以下のように 3つに分類する 6)。

(1)生来の状態
0 0 0 0 0

（
 

あるいは資源
0 0 0 0 0 0

）
 

としての無知
0 0 0 0 0 0

。人は生まれながらにして無知であり、知識を得

ることでその生来の状態を脱していく。無知と聞いて人が最初に思い浮かべるのはこの種の無知で

あろう。それは教育や啓蒙によって取り除かれるべき「欠如」と見なされる一方で、科学はこの無

知を探求すべき問いに変換して資源としても活用する。

(2)失われた領域
0 0 0 0 0 0

（
 

あるいは選択
0 0 0 0 0 0

）
 

としての無知
0 0 0 0 0 0

。あらゆる探究は対象や方法などの取捨選択を

伴う以上、そこでは何かが知られると同時に、必ず何か無視されるものが生じる。例えば人口増大

を目標とした 18世紀のヨーロッパ社会は、新大陸からマラリアの特効薬であるキニーネの知識を
輸入した一方で、中絶薬であるオウコチョウの知識は輸入しなかった。このように、探究における

優先順位が、往々にして知られないものを作り出すのである。

(3)戦略
0 0

（
 

または能動的構築
0 0 0 0 0 0 0 0

）
 

としての無知
0 0 0 0 0 0

。無知はイデオロギーや経済的利益のためにしばし

ば意図的に「作られ、維持され、操作される」。タバコ業界は自らの利益を保護するために不都合

な知識に対して疑念や不確かさを戦略的に強調した。また、軍事機密など国家の安全保障を理由に

検閲や情報の隠蔽がなされる場合もある。これらにおいて、科学の権威や科学的ロジックが用いら

れるのみならず、資金提供などを受けた科学者がしばしば積極的な加担者となってきた。

無知学で探究されるのは、上記のうちもっぱら (2)と (3)に属する作られた
0 0 0 0

無知である。なお (3)
に関しては、後述するように有徳な無知

0 0 0 0 0

（virtuous ignorance）という重要な変種が存在する。

無知の研究を科学史に留まらない学際的な視野のもとに展開し、哲学や文学における無知の古典

的見解から近年の社会科学における無知までを広くカバーしたのが、Gross とMcGoeyによるラウ
トレッジ社の国際ハンドブックである（担当：岡本）。

Proctorを筆頭にこれまで意図的な無知についての研究が数多く行われ、注目を集めてきた。そ
れに対し GrossとMcGoeyは、意図的な無知を強調しすぎることは、不確実性の背後に常に商業
的・イデオロギー的目的を見ようとする「陰謀論」的な見方を助長しかねないと指摘する。そのよ

うな見方は、無知を作り出すのはあくまでも逸脱した
0 0 0 0

科学であるという思い込みを生み、透明性

を拡大すればその逸脱が最小化され無知をなくすことができるという誤った想定と結びついてしま

う。さらに、二重盲検法のように実験の客観性を担保するための無知や、ニュルンベルク綱領のよ

うに人間の安全や生存権を優先するための（有徳な）無知など、無知の肯定的な側面を見逃すこと

にもつながってしまう。

知識には限界があり、無知は決してなくならない。そこで GrossとMcGoeyが主張するのが、
通常の
0 0 0

（regular）要素として無知を理論化することの重要性である。これに関しては、知識が知
る人の立ち位置に依存し、それが権力関係とも強く結びついていることを論じてきたフェミニスト

やポストコロニアル理論家たちの研究が良い参照先となるだろう。それらの研究が示唆するように、

無知は社会の構造と密接に関連し、日々の選択や判断の積み重ねによって無意識のうちに形成され

る動的なものである。GrossとMcGoeyは、こうした無知の通常性（regularity）を理解することが、
科学の作り出す無知を探究する際にも重要であると述べる。
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再び科学史における無知に焦点を当て、無知学を主題とする最新の論文集を編んだ Kouranyと
Carrierもまた、Proctorらが論じてきた能動的構築としての無知よりも、むしろ有徳な無知と受動
的構築としての無知に注目し、哲学的な観点からそれらの精緻化を試みた（担当：大野）。

有徳な無知とは、道徳的な観点から「あえて知らないでおくこと」が積極的に選択される場合を

いう。例えば人間や動物に深刻なリスクをもたらすような手段で知識を得ることや、生物兵器や化

学兵器の製造につながるなどの甚大なリスクを回避するために、知識の追求が断念されることがこ

れまでにもあった。公衆のリスクを高めたり、プライバシーに関わる情報をもたらしたりする役割

を我々が科学に期待していないのは明白であり、そうした場合に有徳な無知が選択される。しかし

「有徳さ」の境界は曖昧であり、その線引きは簡単ではない。

また、本論文集では受動的構築としての無知の分類が試みられる。この種の無知には研究の焦

点や枠組みが生み出す無知のほか、研究手法や科学者コミュニティの構成が生み出す無知がある。

例えば研究手法による無知の一例を、S. Epsteinの報告したエイズ治療薬の治験に見ることができ
る 7)。研究者は常飲薬の服用を止め治験薬のみを服用するよう患者に命じたが、患者側は常飲薬と

併用した上で治験薬が有効かどうかを調べるよう求めた。研究者の手法に従うと有効成分は判明し

ても、薬を併用した際の有効性は不明のままである。対して、患者の手法に従えば、薬を併用した

場合の有効性は判明するが、どの成分がエイズに有効なのかは判然としない。このように、ある研

究手法の選択は必然的に知識と無知とを生み出すのである。

最新の事例の紹介：Kourany と Carrier の論文集から 8)

次に、Kouranyと Carrierの論文集から無知学の事例研究を紹介する。まず、序章の次に置か
れた Proctorと科学史家 P. Galisonの対談を紹介する（担当：鶴田）。それぞれ産業（タバコ業界）
と国家（軍事機密）による意図的な無知生産を研究してきた彼らは、無知についての自らの学問的

な関心を振り返るなかで、以下の 2つの論点を提示する。
まず、無知生産におけるメディアの働きについて。多くの科学者の支持する A説と少数の科学
者しか支持しない B説がある場合、メディアはしばしば「公正原則」に則ってこの状況を単に A
説と B説の対立として描き出すことで、それらがあたかも対等に

0 0 0

争っているかのような印象を作

り出す。科学者コミュニティの中では論争が実質上終結しているにもかかわらず、市民にはそれが

いまだ係争中であるかのように映るのである。地球温暖化否定論などは、このように必ずしも悪意

のないメディアの介在によって助長されてきた側面が小さくない。

次に、有徳な無知の是非について。国家機密が民主主義の基盤を損ねるからといって、生物・化

学兵器の作り方など全ての情報が公開されるべきだとするのは行き過ぎである。しかし、そうだと

しても、プライバシー権との類推で企業や国家にも「機密権」を認めるべきだとするのは誤りであ

る。個人のプライバシーと企業・国家の機密は根本的に非対称であり、それらは切り離して考えら

れるべきである。重要なのは、全てを公開するかしないかではなく、何をどこまで公開し、秘密に

すべきかを個別に判断することなのである。

Kouranyの論考は、有徳な無知のケーススタディとして、性別や人種間における認知的差異の
研究など人々の平等を脅かしかねない研究の自由を、いかに制限すべきかを考察している（担当：

岡本）。ここでは科学研究の自由が制限された 3つの例が紹介される。うち 2つでは、公的な資金
援助を受けた研究に関し、女性やマイノリティなど白人男性以外も平等に研究対象として包摂する

ことや、人間の尊厳や福祉に反する研究が行われないよう監督することなどが法律で定められた。

これらの例ではいずれも、科学研究の手続き
0 0 0

が問題とされていた。
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対して 3つ目の事例では、個人の安全を脅かす科学研究の結果
0 0

が問題とされている。ある研究者

のグループは、バイオテロ対策やワクチン開発のためという名目で強力なウイルスを作り、著名な

ジャーナルに発表した。これは流出や悪用が起こった際のリスクが高すぎることから物議を醸し、

それ以後の研究評議会や科学ジャーナルでは特定の知識の探究を制限する方針が定められるように

なった。潜在的な危険がある研究に対し、研究前後を含む定期的な審査を義務付け、必要であれば

論文の修正要請や掲載拒否を行うことなどがこの方針に含まれた。

これらの事例に見られる通り、科学研究の自由は、研究対象や研究の影響を被りうる人々の権利

を侵害するところまで拡大されてはならず、研究結果が甚大な被害をもたらす可能性が高い場合に

は制限が必要である。これを踏まえ Kouranyは、人種間・ジェンダー間に知性差や能力差を見つ
けようとする認知的差異の研究も同様に制限されるべきだと主張する。

科学哲学者のM. Solomonは、無知学や解釈的不正義の枠組みがともすると単純化しすぎてきた
知識と無知の関係の複雑さを提示するために、アスペルガー症候群の診断カテゴリーを事例として

取り上げる（担当：岡井）。

解釈的不正義とは、ある事柄を解釈するための適切な概念が欠如しているために生じる無知の一

種である 9)。それは無知学の多くの事例と同様、無知が有知
0 0

（知っていること）よりも劣ったもの

だという認識に基づくが、Solomonはこのような無知の捉え方は一面的であると主張する。そこで
有知／無知の複雑な絡み合いを示す事例として、アスペルガー症候群の診断名の変遷が当事者やそ

の家族にもたらした影響を取り上げる。「アスペルガー症候群」という診断名は、それまで「自閉症」

と呼ばれた人々の中でもより軽度な症状を有する者に対して 1980年代ごろから使用されるように
なったが、2013年の DSM-5によって新たな診断基準が設けられ、その使用が中止された 10)。「アス

ペルガー症候群」と診断されることは、当事者やその家族に新たな自己理解の契機や安堵をもたら

した一方で、彼らが「穏やか」で「器用」だと肯定的にフレーム化されたことにより、アスペルガー

ではない
0 0

自閉症当事者が「劣った」存在であるとするスティグマを生み出すことにもなった。しかし、

その診断名の使用が中止されると、今度は自閉症者のスティグマがなくなる一方で、アスペルガー

症候群当事者のアイデンティティは失われることになった 11)。

このアスペルガー症候群にまつわる診断名の変遷は、どの段階でも必ずどこかに不利益が生じて

しまうという点で、適切な分類がいかに複雑で困難なことかを示している。一つの基準のみに基づ

いて分類することは、その基準のもとで新たな無知を生み出すことでもある。それゆえ Solomon
は、事象を常に複数の視点から多元的に解釈することが重要であると訴える。

法哲学の専門家 C. Cranorは、受動的無知の一例として、難燃剤のポリ臭化ジフェニルエーテル
（PBDE）を生産・販売するという架空の事例を用いて、法律がいかに無知を助長し、人々に化学
物質への曝露をもたらすかを論じている（担当：中屋敷）。

Proctorの分類に従うと、新しい化学物質が作られる際の無知は以下のような段階を踏む。まず、
化学物質が作られた初期の段階では、その特性に関して科学者たちは殆ど何も知らない状態である

（生来の無知）。化学物質を研究する過程でその無知は減少してゆくが、企業はその製品に価値があ

ると分かると、企業秘密としてその（リスクも含めた）知識を私有化することで利益を独占しよう

とする（意図的無知）。そしてときに、法律がそうした企業の行動を後押しすることがある。1976
年に可決されたアメリカの有害物質規制法（TSCA）は、企業が新しく化学製品を販売する際に製
品の情報を環境保護庁（EPA）に提出することを義務付けてはいるものの、毒性に関するデータを
わざわざテストしてまで提出することは要求していない。そのため毒性に関する情報が不在のまま、
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化学製品が市場に出回ってしまうことを許しているのである（受動的無知）12)。EPAが法的処置を
取って情報開示を求めることも可能ではあるが、十分な情報・時間・資金を要するため実際には困

難である。TSCAのもとでは、製品使用による健康面・環境面への影響と商品化で得られる利益と
が天秤にかけられる仕組みになっているために、規制措置が遅れてしまうのである。

Cranorは、曝露の影響を受けやすい集団を対象にした、企業による販売前の製品の安全性調査
を義務化すべきだと提案する。市販後の規制だけでは、毒性のある化学物質が、研究結果が分か

るまで規制されずに市場に出回る危険性があるからである。実際、2016年には TSCAが改正され、
市販前調査と安全性の確保が義務化された。しかし、依然として大量の既製品の評価や十分なデー

タの追求といった課題が残ることから、Cranorは市販後のフォローアップの必要性も訴えている。

無知学の主導者の一人であり、科学とジェンダーのテーマで高名な Schiebingerは、受動的無知
の一事例として、科学のセックス／ジェンダーバイアスに基づく系統的無知について論じている

（担当：村瀬）。科学史家や科学哲学者が表明してきたように、科学研究におけるジェンダー平等を

めぐっては 3つのアプローチが存在する。①女性の参加者を増やす、②研究組織の制度的修正によ
りキャリア平等を推進する、③知識生産のプロセスにセックス／ジェンダー分析を統合し知の修正

を図る。Schiebingerいわく無知学とは、学知の生産にあたって「誰が含まれ／除外されるのか」、「ど
のプロジェクトが遂行／軽視されるのか」といった無知の文化的政治を分析するツールである。こ

の趣旨に鑑み、ここではアプローチ③に焦点を合わせ、系統的バイアスによって無意識に生じる無

知を克服するためのセックス／ジェンダー分析の方法を提示する。

具体的な分析方法として、Schiebingerは事例研究とともに 9つの項目を挙げている。有限な社
会的・知的資源の割振りや問いの設定など、研究の出発点となる優先事項を決定すること、研究に

必要となる理論や概念を再考すること、セックス／ジェンダーとその他の関連要素とのインターセ

クショナリティ（交差性）を分析すること、製品デザインに幅広いユーザーの生きられた経験を織

り込み、多くの場合白人男性を基準とした標準モデルを修正することなどがそれに含まれる。

これらの知的生産にかかるセックス／ジェンダー分析の手法は、①・②のアプローチと共に、

Schiebingerが 2005年に造語した「ジェンダード・イノベーション」の柱をなしている。2009年
にスタンフォード大学で始動して以来、このプロジェクトには EUの欧州研究開発フレームワーク
計画（FP7）やホライズン 2020、米国国立科学財団（NSF）などが参画し、今日ではアジアを含む
世界中の専門家がその活動に従事している。

以上のようなセックス／ジェンダー分析のアプローチは、無論、人文社会科学研究にも応用可能

なものである。「マイノリティ」が語ることができるかは、知的生産のあり方に少なからず依存し

ていると考えられる。

考察：今後の展開のために

本稿では無知学の代表的な論文集を取り上げ、無知学のこれまでの流れと最新の成果を概観して

きた。しかし、無知学にはいまだ理論的に洗練されていない部分も多く、今後の発展の余地が残さ

れている。以下では、有徳な無知と受動的無知に関して若干の考察を加えておく。

まず、有徳な無知を論ずる際に、ある知識を持たない
0 0 0 0

こと（不所有）と持っていながら使わな
0 0 0

い
0

こと（不使用）はしばしば混同されている。例えば日本人が「鉄砲を捨て」たり、アイルラン

ドで乱獲や環境破壊の防止のために動力式の漁網が使われなくなったりしたこと 13)は後者であり、

Kouranyの述べたような、危険であったり差別的であったりする研究を禁止することは前者であ
ると言えよう。これらは厳密には区別されるべきだと思われる。さらに、一度知ってしまったこと
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を再び知らない状態に戻すためにも知識が必要な場合がある。例えば原子力工学の知識は、原子力

発電所を安全に解体するためにも必要であるだろう。その場合、単に原子力工学の研究を禁ずるこ

とは問題の解決にはならない。

また、すでに指摘されたように、そもそも何を「有徳」と考えるのか、誰が・どのようにそれを

判断するのかといった点は複雑な規範的問題を孕む。例えばある報道が市民にパニックを引き起こ

しかねないからと言って、政府当局がその報道を規制するのは民主主義的とは言えまい。科学研究

についても同様に、何を「あえて知らないままにしておく」かの決定は慎重になされなければなら

ない。この点は、ELSIや責任ある研究・イノベーション（RRI）、生命倫理や研究倫理などの蓄積
と接続して多角的に検討してゆく必要があるだろう。

このように、知識生産それ自体をどう取り締まるかに留まらず、産出された知識をどう批判的に

受け止め・使用するのかという知識のガバナンスにあたる枠組みの構築にも、無知学の応用可能性

は開かれていると思われる。

受動的無知に関しては、すでにその是正に向けて様々な取り組みがなされている。本稿で触れた

ジェンダード・イノベーションはその一例である。加えて日本でも、従来焦点化されてこなかった

女性視点の研究プロセスへの組み込みを背景として、2020年からフェムテック 14)の市場拡大や議

論の活発化が進んでいる。標準モデルに反映されにくいマイノリティの経験を包摂しうる研究設計

を考える際には、本稿で提示した無知学の知見が活用できるだろう。

以上の点を踏まえつつ、本邦においても無知学の研究が進展することを期待してやまない。日本

にもすでに無知学の事例に該当する研究は存在するため、その掘り起こしと無知学的視点からの分

析も重要であろう 15)。本稿がそうした研究のきっかけの一つとなれば幸いである。
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注

1) R. プロクター（平澤正夫訳）『がんをつくる社会』共同通信社、2000年（原著 1995年）；L. シービンガー（小川眞里子・
弓削尚子訳）『植物と帝国　抹殺された中絶薬とジェンダー』工作舎、2007年（原著 2004年）；R. N. Proctor and L. 
Schiebinger (eds.), Agnotology: The Making and Unmaking of Ignorance (Stanford, CA: Stanford University Press, 2008).

2) 無知学を代表するこれらの事例は、それぞれ以下の著作で論じられている。プロクター、前掲書；N. オレスケス、E. 
コンウェイ（福岡洋一訳）『世界を騙しつづける科学者たち』楽工社、2011年（原著 2010年）；シービンガー、前掲書。

3) Matthias Gross and Linsey McGoey (eds.), Routledge International Handbook of Ignorance Studies (New York, NY: 
Routledge, 2015).

4) もっとも、以下ですでに紹介されている。弓削尚子「シービンガーが切り拓く視座̶̶植民地科学・ジェンダー・
アグノトロジー」、舘かおる編『テクノ／バイオ・ポリティクス　科学・医療・技術のいま　ジェンダー研究のフ

ロンティア第四巻』作品社、2008年、36–45頁。樋口敏広「欧米での電離放射線防護の科学史研究の最前̶̶ウィー
ンの国際シンポジウムに参加して」『科学史研究』第 55巻第 279号 (2016年）、241–248頁。藤岡毅「低線量被ば
く問題とアグノトロジー」『21世紀研究』第 10号（2019年）、69–87頁。また、本稿の執筆中に出版された以下で
も紹介されている。柿原泰「科学による可視化／不可視化」、塚原東吾・綾部広則・藤垣裕子・柿原泰・多久和理

実編『よくわかる現代科学技術史・STS』ミネルヴァ書房、2022年、72–73頁。
5) R. N. Proctor, “Agnotology: A Missing Term to Describe the Cultural Production of Ignorance (and Its Study),” in 

Agnotology, eds. Proctor and Schiebinger, 1–33.
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6) 以下、これらの区分はしばしば参照されるが、無知学の文献において必ずしも用語は統一されていない。例えば
Kouranyと Carrierは (2)を受動的構築としての無知（ignorance as passive construct）、(3)を能動的構築としての無
知（ignorance as active construct）と呼び、さらに (3)の中で、有害な目的のため（for harmful ends）の無知と有益（有徳）
な目的のため（for virtuous ends）の無知とを区別している（注 8を参照）。本稿では基本的に Kouranyと Carrierの
用語法に従ったが、無知の分類と（翻訳を含めた）用語の確立は今後の課題であろう。

7) S. Epstein, “The Construction of Lay Expertise: AIDS Activism and the Forging of Credibility in the Reform of 
Clinical Trials,” Science, Technology and Human Values 20, no. 4 (Fall 1995): 408–437.

8) 本論文集の目次は以下の通りである（邦訳は鶴田）。カッコ内に執筆者を示し、本稿で概要を紹介するものには［ ］
で担当者名を付記した。

 第 1部　無知̶̶探究の新しい焦点
 　1.問題の導入（Kouranyと Carrier）［大野］
 　2.作動中の無知学̶̶ある対話（Galisonと Proctor）［鶴田］
 第 2部　能動的構築としての無知
 有害な目的のため
 　3.無知学の挑戦̶̶科学における無知の生産をいかに捉えるか（Carrier）
 　4.民主主義と惑星は両立可能か（P. Kitcher）
 有益（有徳）な目的のため
 　5.科学的無知は有徳たりうるか？̶̶認知的差異の研究を例に（Kourany）［岡本］
 　6.無知学、解釈的不正義、科学の多元主義̶̶アスペルガー症候群を例に（Solomon）［岡井］
 第 3部　受動的構築としての無知
 焦点が生み出す無知
 　7.法律はいかに無知を促進するか̶̶産業化学物質とそのリスクを例に（Cranor）［中屋敷］
 枠組みを中心とした無知
 　8.知らないことを知ることについて̶̶無知と研究の目的（T. Wilholt）
 　9.強い通約不可能性と深く不透明な無知（P. Hoyningen-Huene）
 方法論によって作り出される無知
 　10.遺伝子組み換え穀物論争において科学の方法論が無知の源泉であるという見方（H. Lacey）
 コミュニティに基づく無知
 　11.無知学の道具箱を拡張する̶̶セックス／ジェンダー分析の方法（Schiebinger）［村瀬］
9) 解釈的不正義とは、M. Frickerが提起した認識的不正義（epistemic injustice）の 1つであり、産後うつやセクシュ
アル・ハラスメントなどがその代表的事例である。M. Fricker, Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing 
(Oxford: Oxford University Press, 2007).

10) DSM-5以降、アスペルガー症候群は自閉症などと合わせて「自閉スペクトラム症（ASD; Autism Spectrum 
Disorder）」と呼ばれるようになった。

11) 本論文は有徳な無知に分類されるが、このように診断基準の変更によって患者のアイデンティティ（自己に対
する有知／無知）が変化するという点で、受動的無知の事例でもあると言える。

12) 本論文は受動的無知に分類されるが、生来の無知や企業秘密などの意図的無知についても言及しており、それ
らが実際には分かち難いことを示唆している。

13) これらの例は以下で挙げられている。Proctor, “Agnotology,” 23.
14) フェムテック（Femtech）とは女性（Female）と技術（Technology）を掛け合わせた語であり、生理や妊娠、
産後ケア、更年期、セクシュアル・ウェルネスといった女性の健康にかかるイシューに最新のテクノロジーを用

いて取り組もうとするものである。

15) 例えば、宇井純『公害の政治学̶̶水俣病を追って』三省堂新書、1968年。宇井は、水俣病の原因として有力
であった有機水銀説に対し、工場側がその不確実性を訴えるキャンペーンを行なったことを指摘し、それを「中

和作用」と名付けている。これは実質的に日本における無知学のケーススタディと言えるだろう。


